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性
の
あ
り
方
は
多
様
で
す

　

私
た
ち
の
中
に
は
、
好
き
に

な
る
性
が
必
ず
し
も
異
性
の
み

で
な
い
人
、
こ
こ
ろ
の
性
と
か

ら
だ
の
性
が
異
な
る
人
な
ど
が

い
ま
す
。
ど
の
性
別
の
人
を
好

き
に
な
る
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
ま
す
。
自
分
の
性
別
を

ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
も
、

人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。
人

の
数
だ
け
性
の
あ
り
方
が
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。（
次
ペ
ー
ジ
の
「
性
の
多
様

性
に
関
す
る
基
礎
知
識
」
参
照
）

　
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は

身
近
な
存
在

　

性
の
あ
り
方
は
多
様
で
す
が
、

必
ず
し
も
目
に
見
え
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
「
見
え
な
い
」
か
ら
と

い
っ
て
自
分
の
周
り
に
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
が
「
い
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

電
通
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ラ
ボ
の

調
査
に
よ
る
と
、
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
該
当
す
る
と
答
え
た

人
が
８
．
９
％
お
り
、
私
た
ち

の
家
族
、
友
人
、
同
僚
な
ど
と

し
て
、
様
々
な
所
で
共
に
暮
ら

誰
も
が
自
分
ら
し
く

生
き
ら
れ
る
社
会
へ

～
性
の
多
様
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
～

　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
（
氷
上
住
民
セ
ン
タ
ー
別
館
内
）
☎
82
‐
０
２
４
２

問

す
身
近
な
存
在
で
す
。

　

ま
た
、
周
り
の
無
理
解
や
偏

見
の
中
で
、
様
々
な
困
り
ご
と

に
直
面
し
た
り
、
悩
み
を
抱
い

た
り
し
て
い
ま
す
。

・「
ホ
モ
」　
「
オ
カ
マ
」
な
ど
差

別
的
な
言
葉
に
傷
つ
い
た
。

・
い
じ
め
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

被
害
に
あ
っ
た
。

・
書
類
の
性
別
と
外
見
が
異
な

る
た
め
、
就
職
活
動
で
差
別
さ

れ
な
い
か
不
安
。

・
誰
に
も
相
談
で
き
ず
に
孤
立

し
て
い
る
。

　

な
ど
、
こ
う
し
た
困
り
ご
と

や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
が
「
い
る
」

こ
と
を
知
り
、
理
解
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

「
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
」
と

「
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
」

　

こ
れ
ま
で
公
に
し
て
い
な
か
っ

た
自
分
の
性
的
指
向
や
性
自
認
を

本
人
が
表
明
す
る
こ
と
を
「
カ
ミ

ン
グ
ア
ウ
ト
」
と
い
い
ま
す
。

も
し
、
あ
な
た
が
カ
ミ
ン
グ
ア

ウ
ト
な
ど
の
相
談
を
受
け
た
場

合
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
信
頼
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
証
で
す
。
そ
の
思

い
を
真し

ん

し摯
に
受
け
止
め
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
同
時
に
、
本
人
の

同
意
が
な
い
限
り
、
絶
対
に
口
外

し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
方
、
本
人
が
公
に
し
て
い

な
い
こ
と
を
他
人
が
暴
露
す
る

こ
と
を
「
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
」
と

い
い
ま
す
。

　

性
的
指
向
や
性
自
認
は
非
常

に
繊
細
な
個
人
情
報
で
、
慎
重
に

対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ア

ウ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
本
人
が

学
校
や
職
場
、
地
域
で
居
場
所
を

な
く
し
た
り
、
命
を
落
と
す
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。
決
し
て
行
わ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

大
切
な
こ
と

　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々

は
、
今
日
も
私
た
ち
と
共
に
暮
ら

し
て
お
り
、
様
々
な
思
い
や
事
情

を
抱
え
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く
生

き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
性
格

や
体
形
が
一
人
ひ
と
り
違
う
よ

う
に
、
人
の
性
の
あ
り
方
も
み
ん

な
違
っ
て
多
様
で
す
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
多
様

な
性
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
は

大
切
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
人

権
が
尊
重
さ
れ
、
幸
せ
に
暮
ら

せ
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま

し
ょ
う
。

【資料２】
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　「SOGI」とは、「性的指向」（Sexual Orientation）
と「性自認」（Gender Identity）の頭文字をとった
総称です。全ての人の性のあり方に関わる LGBT よ
りも広い概念です。

■すべての人が持つ性の要素 SOGI（ソジ）

Transgender/ トランスジェンダー
からだの性とこころの性が異なる

LGBT と SOGI（ソジ）

　「LGBT」とは、下記の４つの頭文字をとった言葉で、性的マイノリティ（性的少数者）の
総称の一つです。これに、Q（クエスチョニング：性のあり方について定まっていない人、定
義づけたくない人）などを加え、「LGBTQ」や「LGBT ＋」という表現もあります。

♥

♥

①身体の性（からだの性）

Sex/ セックス
生殖機能など生物学的な性

③性的指向（好きになる性）
Sexual Orientation/ セクシュアル オリエンテーション
恋愛感情がどの性に向いているか

②性自認（こころの性）
Gender Identity/ ジェンダー アイデンティティ
自分が認識している性

④性別表現（表現する性）
Gender Expression/ ジェンダー エクスプレッション
言葉や振る舞い、服装などで表される性

　「性」というと、男性・女性の２つしかないように思う人がいるかもしれません。しかし、
性のあり方は、主に 4 つの要素の組み合わせによって形づくられます。この組み合わせは多様
で、「性はグラデーション」と言われています。

性を構成する要素

SO（性的指向：好きになる性）

GI（性自認：こころの性）

性の多様性に関する基礎知識

Lesbian/ レズビアン
こころの性が女性で、好きになる性も女性

Bisexual/ バイセクシュアル
好きになる性が男性・女性の両方

Gay/ ゲイ
こころの性が男性で、好きになる性も男性　　

特

集

：

性

の

多

様

性

パ
ー
ト
ナ
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
ほ
か

上
下
水
道

産

業

市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ

市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ

市
長
コ
ラ
ム
ほ
か

情
報
ひ
ろ
ば

お
知
ら
せ
・
募
集
ほ
か

情
報
ひ
ろ
ば

子
育
て
関
連
情
報

情
報
ひ
ろ
ば

相
談
・
コ
ラ
ム

図

書

館

健
康
生
活

ま
ち
と
ぴ

は
ぴ
た
ん

掲
示
板
・
戸
籍
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　　パートナーシップ宣誓制度とは
　
　一方または双方が性的マイノリティであり、互
いを人生のパートナーとして、日常生活において
相互に協力し合うことを約束した二人に対して、
市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を
行う制度です。

制度の詳細は
こちらから

　　宣誓を行うことができる人

一方または双方が性的マイノリティであること
のほか以下のいずれにも該当している人
①双方が宣誓の当日に成年（18 歳以上）
②一方または双方が市内在住または転入予定
③双方に配偶者がいない※事実婚を含む
④双方が宣誓しようとする相手の他にパートナ
ーシップの関係にある者がいない
⑤宣誓者同士の関係が近親者でない

　
　４月１日、丹波市で性的マイノリティの人々がパートナーとともに人生を歩んでい
く上での支援となる「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。婚姻制度のよう
に法的な効力はありませんが、この制度の導入により、性的マイノリティの人々への
社会的理解が進み、多様な性を尊重し、悩みや生きづらさを抱えている様々な人が自
分らしく幸せに生活できることを、市として応援していこうとするものです。

「パートナーシップ宣誓制度」が始まりました

♥

　　パートナーシップ宣誓制度手続きのながれ

事前書類審査 パートナーシップ宣誓 宣誓書受領証の交付１ ２ ３

事 前 に 人 権 啓 発 セ ン タ ー
へ、書類を直接または郵送
で提出ください。併せて宣
誓 書 受 領 証 等 の 交 付 の 日
時・場所を調整します。

申請者の２人が同時に来
庁して宣誓書に名前を記
入します。※個室で対応
も可能です。

宣誓書受領証の交付に
費用はかかりません

　　阪神・丹波９市１町でパートナーシップ宣誓制度の取組に関する連携協定
　
　すでにパートナーシップ宣誓制度の協定を締結している尼崎市、西宮市、芦屋市、
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町の取組に、丹波篠山市と丹波市が加わり、
令和５年４月 1 日に新たに「阪神・丹波９市１町」で協定を締結しました。
　締結自治体間での当事者の転入・転出時の手続きを簡略化し、負担を軽減します。
また、連携して性の多様性への理解を深める啓発などを推進します。

♥
　兵庫県では、LGBT 等性的マイノリティの方や
その周りの方々の相談に応じるため、専門電話相
談窓口を開設しています。本人、家族、友人、教
員など誰でも相談できます。

■問い合わせ先 /050-3637-7521
■とき / 毎週土曜日
午後６時から９時※ 12 月 30 日を除く
■対象者 / 本人、家族、支援者など
■相談員 /LGBT 支援団体専門スタッフ
■相談形式 / 電話、面談※要予約

ひとりで悩まず相談を♥ 匿名での相談ができ、秘密は必ず守られます。
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性的マイノリティ特設電話相談窓口

一人で悩まないで
相談してみませんか

相談無料

秘密厳守

・予約方法

・予約、相談日時

・相談方法

申込はこちら
人権啓発センターまでお電話、または申込フォームでお申
し込みください。
相談日時のご希望を伺います（概ね1週間先で3日程度ご
希望の候補日時をお聞かせください）。
【人権啓発センター 0795-82-0242】

月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
9時00分～17時00分

市役所内の相談室から、専門相談員《特定非営利活動法人Queer and 
Women's Resource Center》に電話をつなぎます。
1回30分まで 無料・匿名で相談できます。
※来庁が難しいときは、自宅からでも相談できます。
（ただし、市役所までの通話料は相談者負担。）

・対象になる方
性的マイノリティの方、ご家族、友人などで、
丹波市在住・在勤・在学の方

匿名可能

お問い合わせ
丹波市人権啓発センター <TEL>82-0242 <FAX>82-43706
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